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専門調査会ならびに学校調査会における留意事項 
 

 

大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 

 

 平成 30年度使用教科用図書の選定に関する研究調査にあたって、専門調

査会ならびに学校調査会は、その事業内容をよく理解し、適正かつ公正な調

査に努める。そのためには、次の「調査の基本的態度」「調査員の資格要件

及び責務」「調査の観点」に十分留意し、その責務を全うされたい。 

１．調査の基本的態度 

（１）子どもの最善の利益を第一とし、子どもが学力を身に付け、健やかに成 

長していけることをめざし、「教育基本法」「学校教育法」「学習指導

要領」ならびに「大阪市教育行政基本条例」「大阪市立学校活性化条例」

「大阪市教育振興基本計画」に示された基本的な目標に基づいて調査及

び研究をすること。 

めざすべき目標像 

全ての子どもたちが学力を身に付けながら健やかに成長し、自立した個人として

自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うようになることをめざします。 

そのために、社会が多様化し激しく変化する中で、国際化の進展や未曾有の災害

の発生等に立ち向かう「生き抜く力」を備え、未来を切り拓く心豊かな子どもたち

をはぐくむようにします。 

 

基本となる考え方 

・個人としての尊厳を重んじ、その意見を尊重するとともに、自由と規範意識、権

利と義務を重んじ、自己の判断と責任で道を切り拓き、真理と正義を求め、公共

の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備え、グローバル化が進む国際社会にお

いても強く「生き抜く力」を備えた子どもたちをはぐくむこと 

・子どもたちが、我が国と郷土の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた国

と、自らが育ったこの大阪を愛し、大阪にふさわしい新しい文化の創造をめざす

ようになること 

 (平成 29年「大阪市教育振興基本計画」より) 
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（２）大阪市の教育施策との関連性に基づいて研究調査をすること。 

○ ２つの最重要目標 

（１）子どもが安心して成長できる安全な社会（学校園・家庭・地域）の実現 

（２）心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓くための学力・体力の向上 

 

○ ２つの「最重要目標」を達成するために重点的に取り組むべき施策 

（１）全ての基礎となる幼児教育の普及と質の向上 

・幼児教育カリキュラムの浸透と実践  等 

（２）安全で安心できる学校、教育環境の実現 

・基盤としての学校安心ルール 

・いじめ・暴力行為等防止対策 

・不登校・児童虐待等防止対策 

・「防災・減災教育」の進化  等 

（３）道徳心・社会性の育成 

・道徳教育の推進 

・キャリア教育の充実 

・インクルーシブ教育システムの充実と推進   

（４）国際社会において生き抜く力の育成 

・英語イノベーション 

・ＩＣＴを活用した教育の推進 

・プログラミング教育の推進 

・多文化共生教育の推進  等 

（５）子ども一人一人の状況に応じた学力向上への取組 

・学力の向上 

・「主体的・対話的で深い学び」の推進  等 

（６）健康や体力を保持増進する力の育成 

・食育の推進   等 

（７）地域に開かれた学校づくりと生涯学習の支援 

・学校図書館、地域図書館の充実 

・大阪の歴史・現状・文化についての学習 

・家庭教育に関する情報提供と学習機会の提供 

・産業界との連携  

・地域・区域における生涯学習推進と学校園とのネットワーク  等 

（８）施策を実現するための仕組みの推進 

・小中一貫教育の充実  等 
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２．調査員の資格要件及び責務 

（１）調査員の資格要件は、次のとおりとする。 

   各調査会において、教科用図書の採択に直接利害を有する者は、調査員

になることができない。教科用図書の採択に利害関係を有する者とは、特

定の教科用図書が採択されることにより直接に利益または損害を受ける者

であり、例えば次に掲げる者をいう。 

 ア 教科書発行者の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族 

 イ 顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるを問わず、事実上教科書発行者の事

業の運営に重要な影響力を有している者 

 ウ 教科書及び教師用指導書の著作・編集者（事実上、著作・編集に参加し、又

は協力した者を含む） 

 エ ウの著作・編集者が団体である場合は、当該団体の役員及びこれに準ずる者 

 オ 教科書の供給の事業を行う者及びこれに準ずる者 

 ※ 教科書採択に直接の利害関係を有しないまでも、教科書発行者から個別に協

力ないしは意見聴取の依頼を受け、著作・編集活動に一定の関与を行うなど、

特定の教科書発行者と関係を有する者を、調査員等として選任することは適当

ではない。 

 

（２）調査員は次の責務を負う 

 ア 教科用図書の選定に関する事業内容を理解して、適正かつ公正な調査及び研

究を行い、調査の経過及び結果を教科用図書選定委員会に報告しなければなら

ない。 

 イ 職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

 ウ 調査員としての良識と自覚の上に立って、公正確保に留意し、いかなる疑惑

をも招くことのないようにしなければならない。 
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「 特 別 の 教 科  道 徳 」 選 定 基 準 

項目 観          点 

１
大
阪
市
教
育
行
政
基
本
条
例
・
教
育
振
興
基
本
計
画
に 

基
づ
く
観
点 

① 個人としての尊厳を重んじ、その意見を尊重するよう配慮されているか。 

② 自由と規範意識、権利と義務を重んじる態度の育成に配慮されているか。 

③ 自己の判断と責任で道を切り拓くことができる能力の育成に配慮されているか。 

④ 真理と正義を求めることができるよう配慮されているか。 

⑤ 公共の精神を尊ぶことができるよう配慮されているか。 

⑥ 豊かな人間性と創造性を備えることができるよう配慮されているか。 

⑦ グローバル化が進む国際社会で力強く生き抜くことができる能力の育成に配慮され

ているか。 

⑧ 我が国と郷土の伝統を尊重し、それらをはぐくんできた国と、子どもたちが育った

この大阪を愛し、大阪にふさわしい新しい文化の創造をめざすことができるよう配

慮されているか。 

⑨ 子どもが安心して成長できる安全な社会（学校園・家庭・地域）の実現に配慮され

ているか。 

⑩ 心豊かに力強く生き抜き未来を切り拓くための学力・体力の向上に配慮されている

か。 

⑪ インクルーシブ教育システムの充実と推進に配慮されているか。 

 ※ 上記①～⑧は、「大阪市教育行政基本条例」前文および「大阪市教育振興基本計

画」の「基本となる考え方」より列記しています。⑨・⑩は、「大阪市教育振興基

本計画」の 2つの「最重要目標」を挙げています。⑪は、「大阪市教育振興基本計

画」の「重点的に取り組むべき施策」の１つです。 

２
教
育
基
本
法
に
基
づ
く
観
点 

① 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培

うとともに、健やかな身体を養うことについて配慮されているか。  

② 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を

養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うことに

ついて配慮されているか。  

③ 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基

づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことについて

配慮されているか。 

④ 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うことについて配慮

されているか。 

⑤ 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他

国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことについて配慮されて

いるか。 
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３
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
観
点 

【小学校学習指導要領（総則より）】 

① 人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的

な生活の中に生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた

我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、平和で民主的な国家

及び社会の形成者として、公共の精神を尊び、社会及び国家の発展に努め、他国を

尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本

人の育成に資することとなるよう留意されているか。 

② いじめの防止や安全の確保等にも資することとなるよう留意されているか。 

【第３章 特別の教科 道徳 「第 1 目標」に関して】 

③ よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解

を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考

えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることに

配慮されているか。 

【第３章 特別の教科 道徳 「第 2 内容」に関して】 

④ 「Ａ 主として自分自身に関すること」の育成に配慮されているか。 

[善悪の判断、自律、自由と責任] [正直、誠実] [節度、節制] [個性の伸長] 
[希望と勇気、努力と強い意志] [真理の探究] 

⑤ 「Ｂ 主として人との関わりに関すること」の育成に配慮されているか。 

[親切、思いやり] [感謝] [礼儀] [友情、信頼] [相互理解、寛容] 

⑥ 「Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること」の育成に配慮されているか。 

[規則の尊重] [公正、公平、社会正義] [勤労、公共の精神] [家族愛、家庭生活 
の充実] [よりよい学校生活、集団生活の充実] [伝統と文化の尊重、国や郷土を 
愛する態度] [国際理解、国際親善]  

⑦ 「Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること」の育成に配慮さ

れているか。 

[生命の尊さ] [自然愛護] [感動、畏敬の念] [よりよく生きる喜び] 

【第３章 特別の教科 道徳 「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」に関して】 

⑧ 児童が自ら道徳性を養う中で、自らを振り返って成長を実感したり、これからの課

題や目標を見付けたりすることができるよう工夫されているか。また、道徳性を養

うことの意義について、児童自らが考え、理解し、主体的に学習に取り組むことが

できるよう配慮されているか。 

⑨ 児童が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断し、表現する力など

を育むことができるよう、自分の考えを基に話し合ったり書いたりするなどの言語

活動が充実しているか。 

⑩ 児童の発達の段階や特性等を考慮し、指導のねらいに即して、問題解決的な学習、

道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れられているか。 

⑪ 児童の発達の段階や特性等を考慮し、情報モラルに関する指導内容が充実している

か。 
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⑫ 社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱いに留意し、身近な社会的課題を

自分との関係において考え、それらの解決に寄与しようとする意欲や態度を育てら

れるものであるか。 

⑬ 児童の発達の段階や特性、地域の実情等を考慮し、多様な教材として活用できるも

のであるか。 

⑭ 現代的な課題などを題材とし、児童が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり、

感動を覚えたりするような充実した教材であるか。 

⑮ 児童の発達の段階に即し、ねらいを達成するのにふさわしいものであるか。 

⑯ 人間尊重の精神にかなうものであって、悩みや葛藤等の心の揺れ、人間関係の理解

等の課題も含め、児童が深く考えることができ、人間としてよりよく生きる喜びや

勇気を与えられるものであるか。 

⑰  多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には、特定の見方や考え方に偏っ

た取扱いがなされていないものであるか。 

４
外
的
要
素
に 

 

関
す
る
観
点 

① 製本が丈夫で、装丁が児童に親しみやすくできているか。文字の大きさ・フォント・

行間などが適切で、印刷が鮮明であるか。 

② さし絵や写真などが鮮明で、色づかいが配慮されており、大きさや位置などが適切

に配置されているか。 

③ ユニバーサルデザインに関して、障がいその他の特性の有無にかかわらず、児童に

とって読みやすいものになっているか。 

５
構
成
・
配
列
に 

関
す
る
観
点 

① 発達段階を考慮して系統的に配列されているか。 

② 各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら、

道徳科の年間指導計画を作成できるように配列されているか。 

③ 児童や学校の実態に応じ、２学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を

密にした指導、一つの内容項目を複数の時間で扱う指導を取り入れるなどの工夫を

行えるように配慮されているか。 

④ 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての役割を果たし、計画的・発

展的な指導を行えるように構成されているか。 

６
資
料
そ
の
他
に 

関
す
る
観
点 

① 資料は学習内容に応じて正確・適切に用意されているか。 

②  さし絵・写真・図表などは、児童が興味をもち、学習意欲を引き出すよう工夫され

ているか。 


